
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

保育所・幼稚園・認定こども園とは？  

 

保育所 

保護者が仕事や病気などを理由に、家庭で保育ができないと認められる場合、 

就学前の児童(０歳～５歳)を保護者に代わって保育する施設。 

児童福祉法による福祉施設。 

 

幼稚園 

就学前の児童(満３歳～５歳)を対象に教育を行う施設。 

学校教育法による教育施設。 

 

 

 

 

 

 

認定こども園 

保育所と幼稚園の両方の機能を合わせたもの。 

※上里町では萠美チェリッシュこども園のみ 

 

 保育所 幼稚園 

根拠法 児童福祉法 学校教育法 

目的 保護者に代わり保育を行う施設 教育を行う施設 

対象年齢 0歳～就学前の児童 満３歳～就学前の児童 



 

保育所・幼稚園はだれでも利用できるの？ 
 

保育所とは「保育を必要とする事由（利用条件）」に該当し、 

家庭で保育が出来ないと認められる場合に保護者に代わって保育する施設です。 

したがって、小学校入学前の幼児教育のため、あるいは集団生活に慣れさせるため

といった理由では入所の対象となりません。 

⇒つまり、保育所はだれでも利用できるわけではありません。 

保護者全員が「利用条件」に該当した場合に利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは子育て共生課にお問い合わせください。 

 

 

 

 

・共働き 

・病気や怪我 

・出産および妊娠 

・求職活動をしている 

・就学している 

 

 

・提出書類 

・利用できる期間 

・一日の利用できる時間 

 

幼稚園の利用に関しては 

直接園にお問い合わせください！ 

 

※ 
 



 

同左 

保育所は申し込みをすればすぐに利用できるの？ 

 

いつ入所したいのかによって申込期限が変わります。 

以下の表のとおりです。 

入所希望月 申込期限 他市町村の施設 

4月入所 前年の 10月１日～10月 31日

(土日祝日の場合は直前の平日) 

 

5月～3月入所 入所を希望する月の前月 15日 

(土日祝日の場合は直前の平日) 

入所を希望する月の前月 10日 

(土日祝日の場合は直前の平日) 

※他市町村の施設を希望される場合は、受付期間が上里町と異なります。 

  ご自身で必ず確認のうえ、期日に間に合うよう早めに提出してください。 

※保育所の空き状況等などにより、必ずしも第一希望の施設が利用できるわけでは 

ありませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

・保育所の見学に行く 

・原則、利用したい月の前月 15日までに申し込む 

・次年度 4月から利用したい場合は 10月中に申し込む 

・町外保育所に申し込む場合は、期日等をご自身で該当市町村に確認し、手続きを行う 



 

保育料について 

 

利用者負担額(保育料)は世帯の市町村民税所得割によって決定します。 

上里町では 21の階層区分を設けており、世帯の状況によって階層区分、 

つまり料金が決定します。 

 

また、保育所を利用する時間(標準時間・短時間)によっても料金が変わります。 

※詳しくは子育て共生課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の税金(市町村民税)によって 

保育料が決まるってことだね！ 



 

児童館と学童保育(放課後児童クラブ)ってなにが違うの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上里町は児童館内で学童保育(放課後児童クラブ)を実施しています。 

  そのため、児童館＝学童保育というイメージが付きやすく、 

「児童館は小学生が利用するもの」という認識をされることが多いですが、 

  乳幼児や中学生・高校生も利用できます。 

  ぜひ、一度利用してみてくださいね。 

 

 

 

児童館 

すべての児童に健全な 

遊び場を提供します 
 

児童が心身ともに成長できるよう、

遊び場を提供します。 

各児童館で「子育て支援ルーム」

を実施しています。 

参加者同士が会話や、情報交換を

したり、楽しくリラックスできる場を

提供しています。 

 

 

 

 

 

学童保育 

(放課後児童クラブ) 
 

 

放課後、保護者に代わり、

児童を預かります 
 

放課後や夏休み・冬休みなど保護

者の代わりに小学生を預かり、 

遊びや学びの場を提供します。 

 

 

 

 

神保原児童館・七本木児童館には 

学習スペースがあります。 

中高生の方はぜひご利用ください。 



 

確認してみよう！ 

上里町内の子育て施設や医療機関を知りたい 

 

「上里町 子育てガイドマップ」をご覧ください。 

子育てガイドマップとは？ 

町内の子育て施設および医療機関の場所を示したガイドマップです。 

「近くにこんなところがあったんだ」と新たな発見があるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中身は上里町の地図に 

子育て施設・医療機関が 

記載されています。 

※役場 1階 子育て共生課で配布しております 

 


